
平成３０年度 事 業 計 画 

新会館に移転して一年半が経ち、本会が寄贈した桜の木も昨年より多い花を咲かせた。築

後一年の点検・修理も終わり、本会の歴史も新たな一歩を踏み出した。 

昨年の政府の“骨太の方針”の中に「口腔の健康は全身の健康にも繋がることから、生涯

を通じた歯科健診の充実、入院患者や要介護者に対する口腔機能管理の推進など歯科保健の

充実に取り組む」と明記され、本年 3 月の診療報酬改定においては、歯科は前回の改定から

0.69％増の改定率を確保できた。普段からの地道な連盟活動の成果だと実感している。 

また我が国の完全失業率は平成 22 年に 5％台まで上がったが、アベノミクスの恩恵により

昨年には 20 年ぶりの 2％台となった。好景気は今後も続くとみられるが、その反面、若い人

材が歯科医療界より他業種へ就職する傾向が認められるのは皮肉でもある。 

大正 7 年 2 月 11 日に発会した本会も今年 2月で 100 年目を迎えた。9月 1 日には創立 100

周年記念祝典を開催する運びとなっている。 

10 年前の創立 90 周年記念祝典では市民公開講座を開催するなどして“公に資する歯科医

師会”をアピールしたが、100 周年の今回は「これまで広島市歯科医師会を支えていただい

た先達の先生に感謝し、歯科医師会という宝を未来へ継承する」趣旨で、会員の先生方全員

と一緒にお祝いしようと考えている。 

地域完結型の医療に移行しつつある医療界にあって、歯科医療こそが健康寿命の延伸に大

きく貢献するという事実を周知させ、歯科医療の重要性を啓発する事業のさらなる展開を計

画している。 

会員の先生方のご理解とご協力を切にお願いする。 

Ⅰ 歯・口腔の健康増進及び公衆衛生の向上を図る事業 

広島市民の歯・口腔の健康増進及び公衆衛生の向上を図ることを目的に、次の事業を行う。 

１．学術関連事業 

（１）学術講演会等の開催 

全身疾患を有する患者に対応できる知識と技術の習得を目的とした会員並びスタッフを

対象とした講演会を開催し、常に各区支部と連携し情報提供を行う。また市民に対して最新

歯科医学分野の情報提供を行う必要があれば適時、市民公開講座を開催する予定である。 

（２）医療安全セミナーの開催 

広島市医療安全支援センターとの連携のもと、医療の安全確保に関し必要な情報の提供な

らびに研修会を行う。 

（３）広島大学病院歯科臨床研修医セミナーの開催 

広島大学病院との連携のもと、歯科医師としての地域歯科保健活動への理解と参画、歯科

医師会への入会を促すための情報提供、事前教育を目的として、年 1回（4 月）開催する。



（４）関連組織との連携、情報交換 

 広島大学病院・地域中核病院・地域医師会・薬剤師会・行政等と連携し、感染予防対策・

救急救命蘇生・生活習慣病等における学術情報の共有及び協力体制の構築を図る。

２．公衆衛生普及事業 

（１）市民を対象とする口腔衛生施策（地域歯科保健）の実施 

1)各区保健センターにおける歯科関連事業 

 広島市が各保健センターにおいて実施する乳幼児健診において歯科健診を行う他、歯科

相談、歯科保健教室等における指導を行う。 

・１歳６か月児健診・フッ素塗布 

・３歳児健診 

・歯科相談事業（成人歯科対策） 

・歯科保健教室 

2)広島口腔保健センターにおける歯科関連事業・妊婦口腔衛生個別指導 

 本会の独自事業として、広島口腔保健センターにおいて次の事業を行う。 

・２歳児フッ素塗布 

・妊産婦個別指導追跡調査（母子ぐるみ指導） 

3)「おくちの健康展」の実施 

 一般市民に向け、口腔衛生に関する総合的な啓発を行うため、口腔衛生に関する多様な

情報や体験の場、相談の場を提供するイベントを歯の衛生週間において開催する。 

4)広島市「8020」運動・歯周病予防推進協議会事業の実施 

 広島市「8020」運動・歯周病予防推進協議会の構成団体として、次の事業を主催する。 

・「8020」いい歯の表彰式 

・「グランドビューティフル歯ッション賞」認定授与式 

  5)妊婦・小児の口腔衛生施策の実施 

   ・広島県産婦人科医会、広島臨床産婦人科医会との連携による妊婦の歯周病予防事業の推

進。 

6)各区における公衆衛生活動への参画 

・広島市が行う保健関連の講習会・研修会等において、会員が講師を務める。 

・広島市が行う保健関連のイベント等で使用する啓発用パネルの内容を充実のうえ、順次

更新する。 

7)産業職域歯科保健の推進 

①一般社団法人広島県歯科医師会が産業職域歯科保健の推進策として実施している事業

所歯科健診に関し、本会の区域の事業者から申し込みがあったものについて県歯科医師



会から依頼を受け、従事者の調整及び事務処理作業を行う。 

  また、簡易唾液検査による事業所歯科健診が可能な会員の歯科医師の育成と、簡易唾液

検査による事業所健診を受け、従事者の調整及び事務処理作業を行う。 

②事業所での歯科保健の推進について、依頼のあった事業所の講演会等で会員が講師を務

める。 

③歯科健診の依頼のあった事業所で、会員が歯科健診を実施する。 

8)スポーツ歯学の普及・啓発の推進、スポーツデンティストの育成 

①カープ歯科健診等の実施と共にトップアスリートの外傷予防、パフォーマンス維持向上

を図るための検討を行う。 

②障害者スポーツに対する支援、高齢者の健康問題（サルコペニア、オステオペニア等）

への応用の検討を行う。 

9)体験型啓発活動等の実施 

  子ども達が楽しみながら歯科治療体験を通して、歯科医療について学ぶことができ、歯

科医療の重要性、子ども達が自ら歯科疾患予防に関する力を育むことを目的に体験する場

を創出する。 

・キッズシティ 

・ＨＯＭＥぽるフェス 

10)その他の行政施策への参画 

「元気じゃけんひろしま 21」推進会議、広島市障害者施策推進協議会等に参加し、広島

県及び広島市の行政施策の推進に関する協力を行う。

（２）園児・児童・生徒を対象とする口腔衛生施策（学校歯科保健）の実施 

全員校医制のもとに、広島市内の全ての市立保育園・学校（園）において、学校歯科

保健事業を行う。 

1)健康診断の実施 

 広島市の委託を受け、次の健康診断（歯科健診）を行う。 

・定期健康診断（春の歯科健診） 

・臨時健康診断（秋・冬の歯科健診） 

・就学時健康診断（小学校就学時の歯科健診） 

・歯科健康診断（市立保育園） 

2)学校歯科医の表彰・研修・支援 

  学校歯科医協議会を開催し、学校（園）歯科医の表彰、学校保健に関連する研修を実施

する。適宜、学校歯科医及び嘱託歯科医の研修、情報提供などを行い、その活動を支援す

る。 

3)広島市学校保健会への参画 



  理事会、歯科保健対策専門委員会、会報誌編集委員会等への参画を通じて、歯科保健の

みならず、広島市における学校保健全般の進展に寄与する。 

4)「よい歯の集い」の開催 

  各小学校及び児童の口腔衛生意識の高揚を図るため、口腔衛生状態が優秀な学校及び児

童の表彰を行う。 

5)食育の推進 

  広島市食育推進会議、ひろしま食育ネットワークへの参画等を通じて、「噛ミング３０」

運動を推進する。 

6)児童虐待等の防止への貢献 

学校歯科医及び嘱託歯科医等の活動、広島市要保護児童対策地域協議会代表者会議へ

の参画などを通じて児童虐待の防止、要支援児童等の支援に貢献する。 

7)口腔保健啓発資料の配布 

  口腔保健に関連する啓発資料を園児・児童・生徒及び保護者、学校等に配布する。 

8)滅菌歯鏡・探針の供給 

市立及び私立の保育園・学校（園）等での健康診断（歯科健診）に使用する歯鏡及び探

針の滅菌配送事業を行う。

（３）高齢者・要介護者等を対象とする口腔衛生事業（地域連携歯科保健） 

1)広島市の高齢者保健・介護保険事業への協力 

①広島市介護予防・日常生活支援総合事業（短期集中型サービス）（広島市委託事業）の推

進。 

②広島市が行う高齢者保健・介護保険関連の講習会・研修会等において、会員が講師を務

める。 

③地域包括ケアシステムの構築の中で重要な柱となる介護予防において、重点的に取り組

む必要のあるフレイル予防には、「口腔」「栄養」「運動」「社会参加」の一体的な提供が

必要不可欠であり、専門職として歯科医師、管理栄養士、リハビリ専門職等の更なる連

携強化、専門職間相互のスキルアップを図る。 

2)地域包括支援センター事業への協力 

  広島市及び各区地域包括支援センター運営協議会の一員として、各センターの運営に関

する協議・検討を行う。また、地域包括支援センターが主催する講習会・研修会等におい

て、会員が口腔保健に関する講演等を行う。 

3)介護保険施設・障害者施設等への後方支援 

  介護保険施設・障害者施設等における口腔衛生の向上のための講演等を行う。 



4)障害者等歯科保健医療受給困難者への対応向上 

①認知症対応力向上研修 

地域の医療機関、認知症疾患医療センター、地域包括支援センター等との連携し、認知

症の早期発見や認知症の人の状況に応じた口腔機能の管理を適切に行うための研修を

行う。 

②歯科保健医療受給困難障害者等対応歯科医療機関の体制整備 

 歯科保健・医療受給困難障害者等を受け入れ、良質な歯科保健・医療を提供するための

研修を行う。 

5)病院歯科・施設、一般病院との連携強化 

周術期口腔管理の推進、摂食嚥下に関する研修実施及び後方支援として、本会の区域の

病院歯科・施設、一般病院との連携強化を図る。 

6)その他の行政施策への参画 

 広島市及び各区地域包括支援センター運営協議会、地域保健対策協議会、広島市地域密

着型サービス運営委員会、介護認定審査会、広島市社会福祉審議会等に参画し、広島県及

び広島市の行政施策の推進に関する協力を行う。

（４）広島市歯科医療福祉対策協議会への協力 

 広島市域の４地区歯科医師会（安佐歯科医師会、佐伯歯科医師会、安芸歯科医師会、広島

市歯科医師会）で構成する広島市歯科医療福祉対策協議会が行う下記事業について、同協議

会より委託を受けた保険請求事務その他の運営事務を行う。 

1)休日等歯科救急医療事業（広島市委託事業） 

2)在宅訪問歯科健診・診療事業（広島市委託事業） 

3)妊婦歯科健康診査事業（広島市委託事業） 

4)節目年齢歯科健康診査事業（広島市委託事業） 

5)広島市域全体の歯科保健に関する情報を提供する広島市歯科医療福祉対策協議会のウェブ

サイト「デンタルパークひろしま」の企画運営 

6)テレビ媒体を使用した口腔衛生活動の普及啓発の企画運営 

３．社会貢献事業 

（１）口腔文化観の向上のための対外広報事業 

1)広島市歯科医師会オフィシャルサイトの企画運営を行い、市民の健康を守るためのお役立

ち事業や耳寄り情報等を提供する。

2)市民参加型の対外的行事において、主催者・行政・マスコミと協力し、事業の推進とその

啓発に努める。 

3)「ＦＭちゅーピー」市歯会のラジオ番組の監修・収録。 



（２）緊急・災害時対策事業 

1)緊急を要する患者の発生に備え、次のような取組を行う。 

・救急蘇生委員会の設置  

広島市、消防局及び広島大学医学部、歯学部と共に広島市歯科医師会救急蘇生委員会

を構成し、歯科治療中の緊急事態に際し、専門医が迅速に対応し患者の重症化を防止す

る体制を整備するとともに、適時、システムの検討・改変を行う。 

2)災害の発生時に備え、次のような取組を行う。 

・災害時の連絡法の確保 

災害時の緊急連絡用のための衛星携帯電話（事務局・役員・各区支部長）を配備する。 

・衛星携帯電話、ＭＣＡ無線機等を用いた緊急時連絡網を構築する。

 3)災害時救急医療の協力 

    災害時に広島大学病院をはじめとする拠点病院・医師会・薬剤師会・行政諸機関と連携

協力し、医療・検案活動を行う。

（３）市民からの歯科医療相談事業 

1)矯正歯科無料相談 

 歯並びや噛み合わせについての相談に、矯正専門の歯科医師が無料で応ずる相談事業を

行う。 

2)歯科医療安全相談 

歯科医療に対する市民、会員からの相談を取り扱う。またそれらに関連した講習会を開

催する。



Ⅱ 会員の福祉及び歯科医業の合理化に関する事業

１．適正な保険診療の基盤拡充事業 

（１）保険制度に関する情報提供、相談対応 

保険制度の周知、理解促進のための取組を行う。 

・保険講習会の実施（年１回程度） 

・新規開業・継承後の診療録記載、明細書記載等に関する面談、相談（随時） 

・保険請求なんでも相談の受付（随時） 

・県歯科医師会コンプライアンス推進室と連携し会員のコンプライアンス遵守の一助とな

るよう面談を行う。 

・県歯科医師会等と連携し施設基準の届出に必要な講習会等の企画運営を行う 

（２）保険制度に関する懇談会等への参画 

保険制度の適正な運用のための関連機関の懇談会等に参画する。 

２．会員福祉事業 

（１）一般福祉事業 

会員の福祉・厚生や保健、相互の親睦等を目的とした事業・行事を開催する（年３回程度）。 

・クリスマスパーティの開催 

・スポーツ観戦等の企画・運営 

（２）医療管理・税務事業 

広島市歯科医師会だよりへの税務関連記事の掲載による情報提供を行う 

（３）Ｂ型肝炎ワクチン接種事業

（４）会員名簿（本年度は２９年度７月発行以降の差分）の発行、配布 

３．対内広報情報管理事業 

（１）市歯会報「太田川」の編集発行（年１回） 

（２）「広島市歯科医師会だより」編集発行（年 12 回） 

（３）メールを活用した情報提供の配信（年 24 回、随時）、 

「速報」「広島市歯科医師会メール配信」 

（４）本会事業並びに各種関連行事の取材および記録保存 

（５）広島市歯科医師会オフィシャルサイトの運営 

新聞、雑誌、インターネットなどで情報収集し、社会保障に関するさまざまな最新情報（政



府官庁、各省庁から配信される医療に関する情報等）を分析検討し、その都度アップロード

して、素早く会員に情報公開をしていく。 

（６）本会関連情報の収集と各部と連携した分析による本会の戦略立案 

社会保障、歯科医師会、公益法人改革など、歯科界を取り巻くあらゆる情報の中でもアッ

プデートなものを収集分析し、専門部署である各部と連携をとりながら分析し、本会がとる

べき戦略立案の基礎情報作りを担当する。 

（７）会員への情報提供システムの構築 

歯科界の質向上及び戦略集団として歯科医師会の将来、会員一人一人の意識向上が必要と

の観点から、歯科界を取り巻くあらゆる情報を整理分析し、会員へ継続的情報提供を行う。

情報分析にあたっては各部と連携をとり、質の高いものとするよう心掛ける。 

４．その他の事業 

（１）開業・入会相談 

未入会対策として、各区支部・業者との密な連携による早期の情報収集、開業・入会相談、

各区支部での説明会、入会前後の面談を行う。また未入会であっても入会希望者のための相

談を行う。 

（２）原爆死没者慰霊祭 

８月６日に開催。本会の礎となり原爆の犠牲となられた御霊の慰霊祭の準備を行う。 

（３）創立１００周年記念事業 

100 周年記念事業準備委員会を随時開催し、平成 30 年９月１日開催予定の記念祝典の準備

検討及び、記念誌制作を行う。 

（４）特別委員会の設置 

下記についての検討委員会を適時開催する。 

・報酬・給与等検討及び会費・入会金検討 

・公益移行準備、広域化 


